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★まちのできごと★


１月25日(土)、令和７年大間町消防団出初式が行われました。
新年を迎え最初の演習となる出初式では、消防団員が大間、奥戸、材木地区に分かれ、厳しい寒さの中

パレードを行い、町民の皆さんに火災予防を呼びかけました。
その後、大間町役場前で服装点検、機会器具点検を行い、最後に、総合開発センターにおいて式典が行

われ、各団員が気持ちを引き締めて任務に励むことを誓いました。

▲パレードの様子②▲パレードの様子①

▲機械器具点検の様子

▲服装点検の様子

▲式典の様子②▲式典の様子①

 
１月15日(水)・22日(水)、一人暮らしの高齢者を対象に、大間町健康福祉センター「スマイリー」にお

いて、お達者新年会が行われました。
大間地区28名、奥戸材木地区16名の参加があり、大間保育園によるお遊戯、社会福祉協議会による講

話、風間浦村ゆかい村による介護予防体操「ゆかい村音頭」の舞台発表やカラオケをして、楽しい時間を
過ごしました。

▲大間地区の皆さん▲奥戸地区の皆さん
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★まちのできごと★


夜間の交通事故防止対策として、大間町交通安全母の会
連合会（会長：橋本京子氏）が、今年度は材木地区の高齢
者世帯を訪問し、反射材を送りました。町民の皆さん、夜
間の交通には十分ご注意ください。
⬘ 大間町交通安全母の会連合会 事務局
住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

大間町交通安全母の会連合会と材木地区の皆さんとの集合写真

▲


２月３日(月)・13日(木)、町内各園で豆まき会
が行われました。
豆まきの歌を歌ったり、自分で作った鬼のお面
を紹介していると、突然鬼が現れ、逃げ出す子ど
もたち。
「鬼は外！福は内！」と鬼を追い出したあとは、
先生たちが投げてくれたお菓子を一心不乱に拾う
子どもたちでした。

▲うみの子保育園③（２月３日）▲うみの子保育園②（２月３日）

▲大間保育園②（２月13日）▲大間保育園①（２月13日）

▲大間幼稚園②（２月３日）▲大間幼稚園①（２月３日）

▲うみの子保育園①（２月３日）
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次のとおり大間町奨学生を募集しますので、希望者は期日までに関係書類を添えてお申込み下さ
い。なお、添付書類によっては日数がかかる場合や現在の在学校へ依頼が必要となる場合等があり
ますのでご注意下さい。
【募 集 対 象】
大間町に居住する者の子弟で、学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校、高等専門学

校、大学、ほかに保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）に規定する学校、養成所及び町長
が認める各種技術並びに技能養成機関に在学する者
【貸 与 期 間 】
各学校とも在学学校の正規の修業期間

【貸 与 月 額】
奨学金は提出のあった奨学生本人の口座に毎月振り込みます。



【選 考 基 準】
品行方正、学業優秀な者で、健康状態及び家庭事情、保護者・連帯保証人が、公的債務を履行し

（税金等納付済みであること）、奨学金償還の責任を負うことができるか等、また、学校長等が奨学
生として推薦した者を、総合的に判断のうえ奨学生選考委員会に諮問します。

【募 集 期 間】
令和７年４月１日(火)から令和７年４月30日(水)までに下記提出書類を揃えて、教育委員会へ提

出してください。
【提 出 書 類】

高等学校 15,000円

高等専門学校 ３年次まで15,000円
４年次以降30,000円

大学（専門学校、短期大学） 30,000円

大学院 30,000円

提出書類 入手場所

本 人

奨学金貸与申請書 教育委員会

在学証明書 ４月入学の新学校

奨学生の戸籍謄本 住民福祉課（450円）

奨学生の推薦書 卒業した学校（開封無効）

奨学生口座の写し

以下いずれか１つ
・青森みちのく銀行
・青い森信用金庫
・ゆうちょ銀行

保 護 者
所得証明書（前年度） 税務課（300円)

納税証明書（前年度) 税務課（300円)

連帯保証人
所得証明書（前年度) 税務課（300円)

納税証明書（前年度) 税務課（300円)
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【貸 与 決 定】
奨学生選考委員会の諮問、定例教育委員会の可決をもって、貸与が決定した場合は、５月中に貸

与決定通知書を送付します。また、決定後は下記の書類の提出と、教育委員会にて誓約書に自署し
てもらう手続きがありますので、予めご留意ください。

提出書類 入手場所

本 人
印鑑 認め印で可

誓約書 教育委員会にて記入して頂きます

保 護 者

印鑑 印鑑登録が済んだもの

印鑑証明書 住民福祉課 印鑑登録（300円) 証明書発行（300円)

誓約書 教育委員会にて記入して頂きます

連帯保証人

印鑑 印鑑登録が済んだもの

印鑑証明書 住民福祉課 印鑑登録（300円) 証明書発行（300円)

誓約書 教育委員会にて記入して頂きます

⬘ 大間町教育委員会 ☎３７－２１０３（直通）

災害時には、断水等の影響により家のトイレ(水洗トイレ)が使えなくなることがあります。トイレに
排泄物がたまると、排泄物の細菌により、感染症や害虫、悪臭が発生する恐れがあります。このように健
康被害にもつながることから、平時から災害用トイレを備蓄しておくことが重要です。
【災害用トイレの種類】
①携帯トイレ（１回使い切り）
洋式便座等に設置して使用する便袋。給水パッドや凝固剤等で固めて使います。
②簡易トイレ（複数回使用可）
小型で持ち運びができる箱型トイレ。使い捨てのものと、洗浄して何度も使えるものがあります。



災害時にはトイレに困る方が多数発生することが予想されますので、食べ物・飲み物と同様にトイレ
も備蓄しましょう。
⬘ 総務課 防災安全係 ３７－２１１１

★トイレの備蓄は １人あたり ５回×７日＝35回分／週が必要です。

▲①携帯トイレ（凝固剤と便袋） ▲②簡易トイレ（段ボール自作）
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１．後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
１ 新たに後期高齢者医療制度に加入された方の保険料の納め方について
保険料は年金からの天引き（特別徴収）が原則ですが、新たに後期高齢者医療制度に加入された方は年

金からの天引きが開始されるまで時間がかかるため、加入当初は納付書で納めていただくことになります。
口座振替を希望される場合は手続きが必要です。これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた方

も、改めて手続きが必要です。

２ 保険料は納期限内に納めましょう
保険料の納付にお困りの方は税務課へご相談ください。災害により住宅等に著しく損害を受けたり、

特別な事情により世帯主の収入が著しく減少した場合など、保険料の減免が認められることがあります。



２．軽自動車税について
毎年４月１日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している
方に課税されます。
これらの車輌を取得したとき、所有者が死亡、転出したとき、車輌を譲渡、処分、紛失したときなどは
届出が必要です。
届出のない場合や届出が大幅に遅れた場合などには、引き続き軽自動車税が課税されます。
詳細は、下記の手続き窓口へお問い合わせください。

車 種 手続き窓口

原動機付自転車（125cc以下）
特定小型原動機付自転車（0.6kw以下）
小型特殊自動車

大間町役場 税務課
（下北郡大間町大字大間字奥戸下道20-４）
☎３７－２５１８（直通）

軽自動車（三輪・四輪）
全国軽自動車協会連合会青森事務所
（青森市大字浜田字豊田129-２）
☎０１７－７３９－０４４１

軽二輪（126cc以上250cc以下）
二輪の小型自動車（251cc以上）

東北運輸局青森運輸支局
（青森市大字浜田字豊田139-13）
☎０１７－７３９－１５０１

≪税率≫
【原付、軽二輪、二輪の小型自動車】

車 種 区 分 標 準 税 額

原 付

50cc以下
新基準原付125cc以下 ２，０００円

51cc以上90cc以下 ２，０００円

91cc以上125cc以下 ２，４００円

特定小型原動機付自転車（0.6kw以下） ２，０００円

ミニカー ３，７００円

軽二輪（126cc以上250cc以下） ３，６００円

二輪の小型自動車（251cc以上） ６，０００円
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【軽自動車（三輪・四輪以上）】

車 種 区 分
標 準 税 額 重 課 税 額

平成27年３月31日
以前の新規登録分

平成27年４月１日
以降の新規登録分

新規登録から
13年を経過

三 輪 ３,１００円 ３,９００円 ４,６００円

四輪以上

乗用自家用 ７,２００円 １０,８００円 １２,９００円
乗用営業用 ５,５００円 ６,９００円 ８,２００円
貨物自家用 ４,０００円 ５,０００円 ６,０００円
貨物営業用 ３,０００円 ３,８００円 ４,５００円

【小型特殊自動車】
車 種 区 分 税 額

農耕作業用 １,６００円
その他のもの（フォークリフトなど） ４,７００円

≪グリーン化特例（軽課）≫
〇概要：三輪と四輪の軽自動車のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れたものについて、軽自動車税が軽
減されます。
〇対象：令和６年４月１日から令和７年３月31日までに新規登録された車輌で下の(ア)～(ウ)のいずれ

かにあてはまるもの。
(ア）電気自動車及び平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス車基準適合かつ平成

21年排出ガス基準10％低減達成した天然ガス軽自動車
(イ）令和２年燃費基準達成かつ令和12年燃費基準90％達成車
(ウ）令和２年燃費基準達成かつ令和12年燃費基準70％達成車
※ (イ）・（ウ）については、平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）または平成30年排出ガス
基準50％低減達成したガソリン車・ハイブリッド車かつ揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする
軽自動車に限ります。

※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

≪グリーン化特例を適用した場合の税額表≫

≪減免≫
障害のある方が使用する（ご家族が運転する場合を含む）軽自動車等で、一定の条件に該当するとき
は、申請により軽自動車税の減免を受けることができますので、詳しくは税務課までお問合せください。

≪大間町からのお願い≫
ご使用にならなくなった小型特殊（耕運機のトレーラー等）や原動機付自転車（50cc以下）について、
役場へ廃車の届出（及びナンバープレートの返却）が無い限り継続して課税することとなりますので、必
ず届出するようお願いします。
役場は、軽自動車税（乗用・貨物）の賦課徴収に関する業務のみであり、車輌の登録や変更及び抹消の
手続きは青森県軽自動車協会での処理となりますので、販売業者等へご依頼ください。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

車 種 区 分
（軽自動車）

標 準 税 率
（ア）

税額を概ね75％軽減
（イ）

税額を概ね50％軽減
（ウ）

税額を概ね25％軽減
三 輪 １,０００円 適用対象外

四輪以上

乗用自家用 ２,７００円 適用対象外
乗用営業用 １,８００円 ３,５００円 ５,２００円
貨物自家用 １,３００円 適用対象外
貨物営業用 １,０００円 適用対象外
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令和７年度の課税分から、青森県内全市町村の課税方式が統一となるため、次のとおり保険税の金額が変更
となります。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
【変更点】 一般世帯の場合
★（医 療 給 付 費 分）資産割額の 廃止
①（医 療 給 付 費 分）世帯別平等割額の 増額 38,000円→40,000円へ(2,000円増)
②（後期高齢者支援金分）世帯別平等割額の 増額 0円→ 5,500円へ
③（介 護 納 付 金 分）世帯別平等割額の 増額 0円→ 5,500円へ




⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）


〇町民の方へ
今年も全世帯を対象に、おおままち原子力広報カレンダーを配布します。
日程は下記のとおりです。
【配布期間】令和７年３月中旬から３月末まで
留守等の理由で配布期間内にカレンダーを配布できないことがあります。カレンダーが届かなかった場合
は、役場２階企画経営課で直接お渡しすることもできますが、下記問い合わせ先にご連絡をいただければ自宅
までお届けいたします。原則１世帯１冊の配布としておりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い
いたします。
また、電子版を町ホームページへ掲載しますので、必要に応じて活用ください。

〇事業者の方へ
大変申し訳ありませんが数に限りがあるため、各事務所への個別配布は行っておりませんので、必要な方は
配布期間終了後に役場２階企画経営課まで受け取りに来るか、町ホームページから電子版をダウンロードし
てご活用ください。
※数に限りがありますので、希望に沿った部数をお渡しできないことがあります。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

【年間の保険税額】Ａ(所得割額) ＋ Ｃ(平等割額) ＋ Ｄ(均等割額) を合計した金額
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大間病院では、次のとおり会計年度任用職員を募集します。
１ 職種、採用予定人員及び採用予定年月日

職 種 採用人員 採用区分 採 用 予 定 年 月 日
看護師・准看護師 若干名 フ ル タ イ ム 令和７年４月１日～令和８年３月31日 ※更新あり

看 護 助 手 若干名
フ ル タ イ ム 令和７年４月１日～令和８年３月31日 ※更新あり
パートタイム 令和７年４月１日～令和８年３月31日 ※更新あり

調 理 員 若干名 フ ル タ イ ム 令和７年４月１日～令和８年３月31日 ※更新あり
一 般 事 務 若干名 フ ル タ イ ム 令和７年４月１日～令和８年３月31日 ※更新あり

２ 応募資格
試験種別 受 験 資 格

看護師・准看護師 看護師又は、准看護師免許を有する方
看 護 助 手 高等学校卒業以上の方で、心身ともに健康で病院の仕事に理解と情熱のある方
調 理 員 中学校卒業以上の方で、心身ともに健康で病院の仕事に理解と情熱のある方
一 般 事 務 高等学校卒業以上の方で、心身ともに健康で病院の仕事に理解と情熱のある方

ただし、いずれの職種も日本国籍を有しない方、自力により通勤ができない方、介護者なしに職務の遂行が
困難な方及び地方公務員法第16条に規定する次に掲げる方は受験できません。
①禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
②一部事務組合下北医療センター職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す
る政党その他の団体を結成し、又はこれに参加した方

職 種 試験日時 試験実施場所 試 験 方 法

全 職 種 申込受付後通知 大間病院内 面接試験
（看護師・准看護師・一般事務は小論文もあり）

４ 賃金及び雇用待遇
職 種 月 給 ・ 時 給 勤務時間（１ヶ月あたり） 雇 用 待 遇

看護師・准看護師 看護師フルタイム 月額240,600円～
准看護師フルタイム 月額207,700円～ フルタイム 155時間程度 社保・雇用保険・労災保険

看 護 助 手
フルタイム 月額166,500円～ フルタイム 155時間程度 社保・雇用保険・労災保険
パートタイム 時給 1,065円～ パートタイム 80時間程度 雇用保険・労災保険

調 理 員 フルタイム 月額166,500円～ フルタイム 155時間程度 社保・雇用保険・労災保険
一 般 事 務 フルタイム 月額183,500円～ フルタイム 155時間程度 社保・雇用保険・労災保険

５ 申込書類の請求及び申込受付期間等

書 類 請 求
申込書類は事務局総務係で交付します。なお、郵送で請求する場合は、封筒の表に「受
験申込書請求」と朱書きのうえ、受験職種がわかるように記載し、返信用封筒（長４
大封筒に140円切手を貼り宛名を明記）を同封してください。
※申込書類はホームページからもダウンロードできます。

受 付 期 間 令和７年３月３日(月)から随時受付（土・日・祝日を除く午前８時15分～午後５時）
※採用日は令和７年４月１日です。（４月以降は随時採用となります。）

６ お問い合わせ・お申し込み先
〒039－4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20-78
国民健康保険 大間病院 担当課 事務局総務係 ☎３７－２１０５

 

３ 試験日時・場所及び試験方法
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試験種別 受 験 資 格

看 護 師 看護師免許がある方で、申込時点で満45歳以内の方

薬 剤 師 薬剤師免許がある方で、申込時点で満40歳以内の方

臨床検査技師 臨床検査技師免許がある方で、申込時点で満40歳以内の方

大間病院では、次のとおり正規職員を募集します。
１ 試験種別、職種、採用予定人員及び採用予定年月日

試験種別 採用予定人員 採用予定年月日

看 護 師 若干名 随時採用

薬 剤 師 １名程度 随時採用

臨床検査技師 １名程度 随時採用

２ 受験資格

ただし、いずれの職種も日本国籍を有しない方、自力により通勤ができない方、介護者なしに職務の遂行が
困難な方及び地方公務員法第16条に規定する次に掲げる方は、受験できません。
①禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
②一部事務組合下北医療センター職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す
る政党その他の団体を結成し、又はこれに参加した方

試験方法 内 容

小論文試験及び面接試験 文章表現力等の評価・個人面接

試験方法 試験実施場所 合否発表の時期と方法

申込受付後通知 大間病院 試験後、３週間以内に受験者全員に合否を郵送で通知

 

４ 試験日等

５ 受験申込方法
申込書受験：受験申込書類は自筆で記入し、総務係まで提出してください。
なお、郵送により申込みをする場合は、封筒の表に「受験申込み」と朱書きしてください。
※受験申込書類は、総務係で受取るほか、大間病院ホームページからダウンロードすることができます。
なお、郵送で請求する場合は、封筒の表に『受験申込書請求』と朱書きし、受験種類がわかるようにし
て、返信用封筒（長４大封筒に返信先の住所・氏名を明記し、140円切手を貼り宛名を明記する）を同封
してください。

６ 受験通知
受験通知は申込受付後に郵送にて通知します。

７ 申込み受付期間
令和７年３月３日(月)から随時受付（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く）
※上記の受付時間は、午前８時15分から午後５時までです。

８ 給 与
基本給は、一部事務組合下北医療センター職員の給与に関する条例に基づき決定します。
昇給は原則として年１回行います。
また、６月、12月に期末・勤勉手当が支給され、11月から３月まで寒冷地手当が支給されるほか、支給条
件に応じて、扶養手当、通勤手当、住居手当等の各種手当が支給されます。

３ 試験の方法及び内容
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採用職種 初 任 給

看 護 師 大学卒 258,500円程度～ 短大３卒 253,100円程度～

薬 剤 師 大学卒 265,200円程度～ 短大３卒 248,500円程度～

臨床検査技師 大学卒 248,500円程度～ 短大３卒 237,300円程度～

※薬剤師、臨床検査技師の初任給には調整額を含みます。
※初任給は職歴により一定の基準で加算措置があります。
※初任給は条例の改正により変更となる場合があります。
９ 勤務時間、休日及び休暇
勤務時間は、午前８時15分から午後５時まで、毎週土・日曜日、祝日及び年末年始が休日となっています。
年次有給休暇は、年間20日（４月採用の場合は、初年15日）で、残日数は20日を限度に繰越できます。
その他の休暇として、結婚休暇、ボランティア休暇、夏季休暇などの特別休暇や介護休暇制度、育児休業
制度などがあります。
10 その他
お問い合わせ・受験申込み先は下記のとおりです。
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20－78
国民健康保険 大間病院 担当課 事務局総務係 ☎３７－２１０５

１ 導入日
令和７年４月１日（割引の乗車券類は令和７年４月１日から発売となります。）

２ 対象者
精神障害者保健福祉手帳（以下、「手帳」という）を所持している方で、旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第
１種または第２種の記載のあるもの及び写真の貼付があるものです。
※第１種は手帳１級、第２種は手帳２級及び３級となります。

３ 精神障害者割引制度の概要
（１）介護者の方と一緒に利用する場合
①手帳を所持している方と介護者の方は、同一区間の乗車券類を購入することとなります。
②割引となる介護者の方は１名です。



４ 留意事項
（１）既に手帳をお持ちの方は、市町村役場で旅客鉄道株式会社運賃減額欄と第１種または第２種の記載を

追記していただく必要がありますので、希望する方は住民福祉課に御相談願います。
（２）手帳への区分明記や手続きに関する問い合わせは、鉄道会社等では対応できませんので、住民福祉課

に問い合わせ願います。
（３）有効期限の切れた手帳で割引の乗車券類を購入することはできません。
（４）手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種または第２種の記載が無いもの及び写真が貼付されてい
ない場合は、割引の乗車券類を購入できません。

⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第１種精神障害者の方と介護者の方 ・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券
・定期乗車券（小児定期乗車券を除きます。） ５割

12歳未満の第２種精神障害者の方と介護者の方 ・定期乗車券（小児定期乗車券を除きます。） ５割

（２）手帳をお持ちの方が一人で利用する場合

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第１種精神障害者の方
第２種精神障害者の方 ・片道の営業距離が100キロを超える普通乗車券 ５割
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No . 440


大間町小学校国語大会及び算数大会の合格者の紹介

今回は、令和６年度に実施した、「大間町小学校国語大会」と「大間町小学校算数大会」の合格者
の児童を報告いたします。この大会では、大間小学校と奥戸小学校で同じテストを行い、国語は200
点満点で160点以上、算数は150点満点で120点以上が合格としています。

【大間町小学校国語テスト 合格者】
第１学年
〔大間小〕金澤 悠生 熊谷 侑杏 佐々木陽大 千代谷凜大 畑山煌二朗

山内 律 山本 一聡 伊藤 葵心 伊藤 美桜 伊藤 みお
奥川 夢叶 片井 宇美 菊池 心陽 田村 碧華 傳法 笑茉
宮野 愛蘭 米持 芽依

〔奥戸小〕碇谷 梨心 岩泉 凱聖

第２学年
〔大間小〕新井田綾都 泉 理央 大西 琉 大場 悠正 長内 遥斗

菊田 雄斗 小濱孝二郎 酒田豊紬実 佐々木奏大 舘脇 成那
西田 楓藍 新田 陽人 泉 澪奈 泉 結桜 伊藤 栞奈
伊藤 月彩 熊谷 穂香 小濱愛衣菜 佐藤 俐月 冨岡純々羽
長谷 凪紗

〔奥戸小〕柳谷 凰牙

第３学年
〔大間小〕伊藤 龍我 赤津 心奏 荒木心羽空 金澤 汐音 川崎 未来

田中 彩煌 柳 灯夏
〔奥戸小〕小松蓮ノ介

第４学年
〔大間小〕泉 楓 新田 大和 今井 愛恵 山本 美日
〔奥戸小〕宮野 詩 船橋 綾 柳谷 颯人

第５学年
〔大間小〕青山 聖那 大場 倖也 片井 冬和 和田 大志 加賀谷 凛

堺 陽葵 山本 凪紗
〔奥戸小〕新井田李愛 岩泉 絢乃 碇谷 梨真 野村 優太

第６学年
〔大間小〕伊藤 徠仁 坂 伶汰 田中 大翔 濱端 禅 山崎 颯太

大野結彩花 菊野 姫華 傳法 海美 正根 杏珠 湊谷 夏羽
〔奥戸小〕柳谷 梨央 菊池 惺叶 柴田 輝翔
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【大間町小学校算数テスト 合格者】
第１学年
〔大間小〕金澤 悠生 熊谷 侑杏 佐々木陽大 千代谷凜大 新田 心和

畑山煌二朗 山内 律 山本 一聡 伊藤 葵心 伊藤 美桜
伊藤 みお 片井 宇美 菊池 心陽 田中 心愛 田村 碧華
傳法 笑茉 傳法 紗和 七島 幸愛 宮野 愛蘭 米持 芽依

〔奥戸小〕碇谷 梨心 岩泉 凱聖

第２学年
〔大間小〕新井田綾都 泉 理央 大西 琉 大場 悠正 長内 遥斗

菊池 優心 小濱孝二郎 酒田豊紬実 佐々木奏大 舘脇 成那
新田 陽人 南 憲博 南 結真 山崎 想大 泉 澪奈
泉 結桜 伊藤 栞奈 熊谷 穂香 小濱愛衣菜 佐藤 俐月
冨岡純々羽 長谷 凪紗

〔奥戸小〕柳谷 凰牙

第３学年
〔大間小〕伊藤 龍我 赤津 心奏 荒木心羽空 川崎 未来 北舘 美緒

竹内 悠陽 田中 彩煌 柳 灯夏
〔奥戸小〕小松蓮ノ介 宮野 築

第４学年
〔大間小〕浅見 俊汰 泉 楓 泉 太陽 新田 侑璃 山崎 咲

青山愛優奈 今井 愛恵
〔奥戸小〕宮野 詩 船橋 綾 柳谷 颯人

第５学年
〔大間小〕青山 聖那 大場 倖也 金澤 響生 畑山丞二朗 和田 大志

伊藤 咲希 長内 栞那 堺 陽葵 佐々木心結 山本 凪紗
〔奥戸小〕新井田李愛 岩泉 絢乃 碇谷 梨真 野村 優太

第６学年
〔大間小〕赤津 魁人 傳法 喜太 伊藤あいる 大野結彩花 澁田 真奈

正根 杏珠
〔奥戸小〕宮野 颯 菊池 惺叶 柳谷 梨央
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◇大間高等学校◇

○本校のグランドデザイン
【校 訓】敬愛：自らに厳しく、他人の痛みがわかる心豊かな人間を育成する

自啓：学業と特別活動・課外活動等に励み、自己の可能性を発見するとともに世界に知識
を求め、自己啓発する人間を育成する

健康：健康な身体と豊かな知性を持ち、社会に貢献する人間を育成する
【教育目標】

☆学力向上に向けた取組
⇒ ・総合的な探究の時間 ・ＩＣＴを活用した授業 ・あおもり創造学（地域課題への取組）
・スタディサプリ活用による基礎学力定着

☆生徒の主体的活動に向けた取組
⇒ ・耐久遠足 ・命の大切さを学ぶ教室 ・フラワーデー ・クリーンデー

☆進路指導に向けた取組
⇒ ・インターンシップ ・スキルアッププログラム ・進路に応じた個別指導 ・優良企業見学会

☆特別活動の取組
⇒ ・めんちょこ活動部 ・地域祭事への参加 ・高校生カフェ ・読み聞かせ活動

○独立昇格50周年記念式典
昨年10月19日(土)北通り総合文化センターウイング 多目的ホールにおいて、多くの御来賓の御臨席を

賜り、盛大に独立昇格50周年記念式典が挙行されました。
今後とも、本校に対する地域の皆さまのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

学校行事の様子など教育活動のさまざまな情報を本校ホームページに、
掲載していますのでご覧ください。 http://www.ohma-h.asn.ed.jp
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以下の対象者について、無料接種は今年度で終了予定でしたが、令和７年３月31日までに１回でも接種した
方は、経過措置として、全３回の残りの接種を引き続き１年間無料で受けられることとなりました。

対 象 者
①平成９年４月２日～平成20年４月１日生まれの女性（キャッチアップ接種の対象世代）
②平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれの女性（現在、高校１年生相当の年齢の女性）

要 件
令和４年４月～令和７年３月末までに、ＨＰＶワクチンを１回以上接種している場合、全３回の残りの接種
を引続き１年間、公費（無料）で受けられます。

注意事項
・接種は３回です。すべて終了するまで、最短でも６～７か月かかります。
・令和７年３月末までに１回も接種しない場合、４月以降の接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。
・接種希望の方は予診票を送付しますので、下記までお申し込みください。
⬘ 健康づくり推進課 健康係 ☎３１－０３５０（直通）
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子育て支援の一環として、「“こどもスマイル”（子育て支援アプリ）」の配信を令和６年10月１日からスター
トしています。このアプリは、妊娠、出産、育児の情報がより手軽に、そしてタイムリーに受け取れる大変便
利なアプリです。
子どもの成長の記録を家族で共有できる機能もあり、子育ての楽しさや喜びを家族みんなで感じられる内
容となっています。登録・利用は無料です。ぜひ、ご利用ください。
◇アプリの主な機能◇

◇アプリのはじめかた◇

１．町からの子育て等のお知らせがスマートフォンに直接届くプッシュ機能
２．予防接種のスケジュール管理や接種履歴の管理
３．妊婦健診や乳幼児健診の記録
４．子育て関連のイベントや施設の参照
５．子どもの成長を記録
６．家族で共有
※このアプリは、「紙の母子健康手帳」と併用して使うサービスです。
健診や予防接種を受ける際は、これまでどおり「紙の母子健康手帳」が必要です。

⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）

不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、医療保険適用となっている不妊治療（一般不妊治療、
生殖補助医療（男性不妊治療含む））に要した費用の全額を助成します。
※医療保険各法に基づく給付や本事業以外の助成金等を受けられる場合は、その給付額を控除します。また、
入院費や文書料等の直接治療に関係のない費用は助成の対象外となります。

【助成対象者】 法律上の婚姻（事実婚を含む）をしている夫婦で、以下に該当する方
①１年以上、大間町に継続して住所を有し、居住の実態がある
②夫婦ともに町税等に滞納がない
③各種医療保険の被保険者もしくは組合員または被扶養者である
④同一年度内に他の市町村から不妊治療に係る助成を受けていない

【申請に必要な物】
①不妊治療費助成金申請書
②治療に係る領収書と診療明細書原本
③不妊治療費助成事業受診等証明書 など
※①・③の申請書と証明書（様式）は、健康づくり推進課で配布しています
（町ホームページにも記載しています）

【申請期限】 治療が終了した日の属する年度内

本事業に関する詳しい内容等については、下記までご相談ください
⬘ 健康づくり推進課 健康係 ☎３１－０３５０（直通）
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寒さが幾分か和らいできた今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
今回は、この時期から気になり始める「花粉症」についてのお話です。
花粉症と一言で言っても、原因となる植物によって時期が異なるのはご存知でしょうか。特に有名な

のはスギ花粉ですが、これは３月から６月の春の時期に多く飛散します。また、この周辺地域によくみ
られるマツ花粉は５月から６月がピークとのことで、ゴールデンウィークの時期は花粉症をお持ちの方
には辛い時期でしょう。
スギ花粉は年によって飛散量が変わります。それは、前年夏の気象条件と強い関係があるようです。

日射量が多く、降水量が少ないほど、翌春の花粉生産量が多くなる傾向があることがわかっています。
2025年のスギ花粉予報では、例年比で全国的に多いかやや多い飛散量となる予報ですが、青森県を含む
北東北では、例年よりも飛散量は少ない予報のようです。
一般的な花粉症対策としては、マスクや眼鏡をつけること、洗顔や鼻うがいで花粉を洗い流すこと、屋

内に入る前に花粉を払い落とすことなどが挙げられます。
花粉症は果物へのアレルギーを引き起こすこともあります。花粉食物アレルギー症候群と言い、花粉

がもつアレルギー成分と果物が持つアレルギー成分が同じため引き起こされるようです。よく言われる
のは、シラカバ花粉でりんごやキウイなど、スギ花粉でトマト、ブタクサ花粉でメロンやスイカ、などが
挙げられます。花粉症を持っていて、果物を食べた時に喉に痒みや違和感を覚えたら、花粉食物アレル
ギー症候群の可能性があるので、食べるのを控えましょう。
花粉症は一種のアレルギーによるものです。アレルギーの薬を使用して概ね抑えることができます。

日常生活にお困りであれば、市販薬や、処方薬を利用してみてはいかがでしょうか。

No .３２５病院だより 今月の担当医
内科医長 平 佳菜子

大間町では空き家等（空き家・空き店舗・アパートの一室）の有効利用を通して、移住・定住を促進し、
地域の活性化を図るため「大間町空き家バンク」制度があります。
「大間町空き家バンク」とは、町内の空き家等を「売りたい・貸したい」と希望する所有者の方から物
件の登録申請を受け、その情報を町が管理するホームページで公開し、物件を「買いたい・借りたい」と
考えている方へ情報を提供する制度です。
空き家等を売りたい、貸したい方
町内に空き家等を所有している方で、「売りたい」又は「貸したい」とお考えの方は、空き家バンクに
登録できます。
町では、空き家等の売買・賃貸借の仲介できませんが、契約等に関するトラブルを防止するため、町と
協定を締結している宅地建物取引業者の仲介をお薦めしています。なお、当事者間での交渉等につきま
しても可能となっております。
空き家等を買いたい方、借りたい方
空き家等を「買いたい」又は「借りたい」とお考えの方は、大間町空き家バンクの物件登録情報をご確
認下さい。登録情報の中で、「買いたい」又は「借りたい」物件がありましたら、担当課へお問い合わせ
下さい。
○空き家バンクの利用について（重要）
空き家バンクの利用については、条件がございますので、大間町ホームページに
掲載されている「大間町空き家バンク実施要綱」でご確認されるか、担当課までご
連絡下さい。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）



大間町ＨＰ
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●日 時 2025年３月15日(土) 午前10時～午後６時
●内 容 Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団が、Ｂ型肝炎訴訟について、弁護士による無料電話相談

を行います（通話料はかかります）。
●対 象 Ｂ型肝炎患者又はそのご家族（患者が無くなっている場合は、その相続人）
●電話相談の番号 ０２２－２２４－５０６１／０２２－２２４－５０６２

予約不要です。電話相談会日時に直接お電話下さい。
⬘ Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団事務局（小野寺友宏法律事務所内） ☎０１２０－７６－０１５２

＜Ｂ型肝炎訴訟とは？＞
幼少時の集団予防接種によりＢ型肝炎に感染したと認められる患者に対し、病態に応じて50万～3,600
万円の給付金等が支払わられる制度です。ただし、給付を受けるためには、国を相手に訴訟をして証拠
に基づき救済要件に該当することを確認したうえで、国と和解等をする必要があります。



自動車事故の被害にあわれ、示談をめぐる損害賠償の問題でお困りの方へ、弁護士が「中立・公正」な
立場で、当事者間の紛争解決のお手伝いをします。
被害者ご本人に損害賠償問題の法律知識がなくても、交渉に不慣れでも安心です。
弁護士費用は一切かかりません。（無料です。）
令和６年11月から、初回の相談が電話でも可能になりました。ただし、事前に資料の提出が必要とな
りました。
なお、２回目以降の相談は相談担当弁護士の判断で来訪していただくこともあります。
また、ご相談になじまない場合もありますので、まずは、電話で紛争処理センターにお問い合わせくだ
さい。

日 時：月曜～金曜 午前９時～午後５時（祝日・年末年始を除く）
⬘ 公益財団法人 交通事故紛争処理センター仙台支部 ☎ ０２２－２６３－７２３１



2024年の県内企業の倒産件数は73件で、13年ぶりに70件を超えました。こうした中、前払いで代金を
支払ったのに、商品の引渡しやサービスの提供前に業者が倒産してしまったという相談が増加しています。
（事例）
中古車販売店で欲しい車が売られていることを知り、見に行きました。その日のうちに契約し、代金
は業者からの求めに応じて全額を前払いしました。しかし、１か月ほどで納車される予定が、様々な理
由をつけて、納車日が何度も延期されました。そのうち販売店への電話はつながらなくなり、店に行く
と人の姿はありませんでした。
代金を前払いしたのに、納品されない、サービスが提供されないといった相談が増加しています。代
金を前払いする際は慎重に判断しましょう。また、信頼できる業界団体に所属する業者を選ぶのも一つ
の方法です。困った時は、消費者ホットライン１８８

いちはちはち

（いやや）に早めに相談してください。
⬘ 消費者ホットライン ☎１８８（いち・はち・はち）
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仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティーあふれる国税専門官を募集し
ています。国の財政を支える国税専門官に、あなたもチャレンジしてみませんか？
○受験資格
１ 平成７年４月２日から平成16年４月１日生まれの者
２ 平成16年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
（１）大学（短大を除く。）を卒業した者及び令和８年３月までに大学を卒業する見込みの者
（２）人事院が（１）に掲げる者と同等の資格があると認める者
○受験申込受付期間
令和７年２月20日(木)から３月24日(月)まで

○受験申込方法
受験申込みはインターネット申込みとする。
国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）

○第１次試験日
令和７年５月25日(日)

○試験に関する問合せ先
仙台国税局人事第二課試験研修係 ☎０２２－２６３－１１１１ 内線３２３６
人事院東北事務局 ☎０２２－２２１－２０２２

 

東日本大震災や平成27年９月２日以降に災害救助法が適用された自然災害により影響を受けられた個
人や個人事業主の方は、「自然災害による被害者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローン
などの免除・減額を申し出ることができます。
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
（注）債務の免除等には、一定の条件を満たすことや借入先の同意が必要となります。

○ガイドラインを利用するメリット
（１）弁護士等の登録支援専門家による手続支援が無料で受けられます。
（２）財産の一部を手元に残せます。ただし、災害状況、生活状況などの個別事情により異なります。
（３）債務整理をしたことは個人信用情報として登録されません。
⬘ 東北財務局 青森財務事務所 理財課 ☎０１７－７２２－１４６３


 

青森県ナースセンターでは無料職業紹介事業として看護職の相談員が出向いて、看護職の皆様のお仕
事探しをサポートしています。また医療チームの一員である看護補助者に関する相談も開始いたしまし
た。お気軽にお越しください。

開催日：令和７年 ４/９(水)・５/14(水)・６/11(水)・７/９(水)・８/６(水)・９/10(水)
場 所：ハローワークむつ
時 間：13時～16時まで受付

＊青森県ナースセンター（青森市）では月曜日から金曜日の９時～16時まで、
来所・電話・メール等で相談を受け付けています。どうぞご利用ください。

⬘ 公益社団法人青森県看護協会 青森県ナースセンター
〒030-0822 青森市中央３-20-30 県民福祉プラザ３階
☎０１７－７２３－４５８０ FAX ０１７－７３５－３８３６
メールアドレス : aomori@nurse-center.net
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自動車税種別割は、毎年４月１日現在の自動車の所有者に１年分を納めていただく税金で、青森県で
は６月に課税しています。
自動車税種別割の納税通知書は、原則として運輸支局に登録されている住所（車検証に記載されてい
る住所）にお送りしています。自動車をお持ちの方は、引っ越しなどで住所が変わったときには、運輸支
局で住所の変更登録をする必要があります。３月中にこの変更登録をしていただくと、自動車税種別割
の納税通知書も変更後の住所に送られます。
運輸支局での変更登録がすぐにできない場合は、下北地域県民局県税部まで電話またはファックスで
ご連絡ください。
また、青森県電子申請・届出システムでも受付しています。（https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/）
⬘ 下北地域県民局県税部納税管理課
☎２２－８５８１（内線２１０、２１１）／FAX ２２－３１０６



松くい虫被害は、マツノマダラカミキリという昆虫によって運ばれるマツノザイセンチュウという体
長１㎜程度の小さな線虫がマツの木に侵入することによってマツが枯れる伝染病で、県内では深浦町で
被害が確認されています。
これらの被害が、県内各地で発生するようになると、農林水産業をはじめとする産業・経済のほか、本
県が誇る自然景観などに大きな影響を与えます。
このため、以下の３点について住民の皆様の御協力をお願いします。

①マツノマダラカミキリは、マツ類を伐採した際に発生する臭いに集まる習性があるため、これらの昆
虫の活動期（６～９月）には、マツ類を伐採しないようにしましょう。
②マツ丸太やマツ苗木を被害地から持ち込むと、松くい虫被害を呼び込む可能性があるため、県内の未
被害地のものを利用しましょう。
③松くい虫被害を防ぐためには、葉が黄色に変色したり、枯れたマツ類を、マツノマダラカミキリが羽化
する前に駆除することが大切です。自宅の庭木や街路樹、山林など、身の回りで枯れている、または枯
れかかっているマツ類を見つけたら、下北地域県民局林業振興課までお知らせください。

大切な森林資源を次の世代へ引き継ぐため、御協力をお願いします。

⬘ 下北地域県民局 林業振興課 ☎２３－６８５５（直通）



受講期間 令和７年４月14日(月)・16日(水)・17日(木)・21日(月)・23日(水)・24日(木) ６日間
受講時間 18時～21時（３時間×６日間＝18時間）
募集期間 令和７年３月12日(水) ８時30分～令和７年３月26日(水) 17時
受講場所 青森県立むつ高等技術専門校
応募資格 在職者で第二種電気工事士学科試験の受験を予定している方
募集定員 15名
受 講 料 1,600円 ※指定するテキストは各自準備（2,090円）
申込方法 「受講申込書」を当校ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入の上、ＦＡＸで申込

みください。
⬘ 青森県立むつ高等技術専門校 むつ市文京町31-１ ☎２４－１２３４ FAX ２４－１２５０
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相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等から

の相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のため
に必要な援助を行います。
■日 時：令和７年３月19日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでも

お気軽にご相談ください。なお、相談を希望される方は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたし
ます。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）


ハローワークむつでは、お仕事を探されている方を対象に出張相談会を実施しています。
お近くにお住まいの方はお気軽にご利用ください。

【開 催 日】令和７年３月13日(木)
【時 間】10時30分～12時30分

※天候や道路状況等により日程変更や中止となる場合もありますので、ご了承ください。
【開催場所】総合開発センター 農林漁業研修室
【取扱内容】 ・新規求職申込み ・就職に関する相談 ・職業訓練の情報など雇用情報の提供

・求人情報の提供 ・紹介状の発行（後日ハローワークからの郵送となります）

※雇用保険を受給中の方は、求職活動実績となりますので雇用保険受給資格者証をお持ちください。
※雇用保険にかかる諸手続きは、取り扱っておりませんのでご了承ください。
※出張相談の他、オンラインによる職業相談も実施しております。詳細はハローワークむつまでお
問合わせください。(利用規定等は、青森労働局ホームページにも掲載しております。)

⬘ ハローワークむつ ☎２２－１３３１


個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員
（青森県労働委員会とは）
青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、公益委員（弁護士等）、労働者委員

（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構成されており、中立・公正な立場で労働問題を解
決する。
【費 用】無料
【利用方法】随時受付（予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX ０１７－７３４－８３１１
ＵＲＬ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/roi/roi-sodankai.html)

開催日 時 間 場 所
３月 ４日（火） １３時３０分～１５時３０分

青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）
３月１６日（日） １０時～１２時
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今月末で大間幼稚園が閉園になります。長年大間幼稚園を訪問した者として、今月は自分の経験を振
り返りたいと思います。

大間町で働き始めた頃からすべての学校を訪問して来ました。それらの学校では、日本や大間町、そ
して大間に住む人々についての理解を深めることができました。例えば、私の職業が外資系企業のサラ
リーマンだとします。その場合、私が日本の文化や社会について、どのくらい把握できたと思いますか？

私が外国人として日本で暮らし学んだことは、常識は生まれつきのものではなく、社会が教えてくれ
るものだということです。幼稚園や保育園は、社会の常識を学ぶための重要な第一歩です。日本人なら
誰もが知っている日本の童話も、アメリカ人の私は幼稚園で聞かなければ、これらの童話を知ることは
決して無かったでしょう。誰もが知っている正しいこと、間違っていることも、日本人は幼い頃から教
えられてきました。日本で育ったわけではない私にとって、大間幼稚園の先生達のレッスンは、日本の
価値観を理解するために、とても分かりやすかったです。

大間幼稚園では節分やひな祭りについて学んだり、七五三参りなども体験できました。日本人にとっ
ては子どものための行事ですが、私にとってはどれも初めての経験で、本やインターネットで読むより
も、子どもたちが行事を体験している姿を直接見られてよかったと思います。大間に来たとき、私は幼
稚園児と同じくらいの日本文化の知識しか無かったと思うので、長年に渡って何度も大間幼稚園を訪問
する機会があったことに心から感謝しています。




海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター ☎３７－２４１１
■営 業 日 毎週 月・水・金・日曜日の４日

間となります。
■営業時間 午前９時～午後８時

【シアター上映のご案内】 【つくってたいけん工作教室のご案内】
○10時～ ○15時～ ＜開 催 日＞土曜日・日曜日・祝日に開催します。
世界絵本箱シリーズ ＜開催時間＞10時～/15時～
「ハロルドまほうのくにへ（他２話）」 「紙コップ飛行機をつくろう！」
○12時～ ※参加費・予約不要
IMAXワールド「南極大陸/もう一つの大自然」 ＜場 所＞つくってたいけん工作コーナー
＜場 所＞コミュニケーションシアター

⬘ むつ科学技術館
☎２５－２０９１ FAX ２５－２０９２
≪URL≫http://www.jmsfmml.or.jp/msm.htm




ご家族のお子さんを広報に載せてみませんか？
掲載を希望される方は、毎月10日までに下記のも
のを持参のうえ、企画経営課までお越しください。
必要なもの
・掲載したい子どもの写真
・子どもの名前、年齢（○歳○ヵ月）
・ひと言コメント
・保護者の名前、住所、連絡先
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
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海と生きる本州最北端「まさかり」の大地！美しい自然、豊かな歴史、守り継がれる文化・・・
知っているようで知らない「下北」を一緒に学んでみませんか？

【第18回下北検定】
・日 時：５月18日(日) 11時～11時40分（受付10時30分～）
・場 所：むつ市中央公民館講堂（むつ市大湊浜町13-1）
・定 員：50名
・検 定 料：無料
・申込締切：５月２日(金）
・申込方法：ＦＡＸ、電話または事前講習会時
※氏名・年齢、住所、電話番号、事前講習会の出欠をお知らせください。

【事前講習会】あおもり県民カレッジ単位認定講座
・日 時：４月13日(日) 13時～15時（受付12時30分～）
・場 所：むつ市立図書館あすなろホール（むつ市中央2-3-10）
・講 師：坂本 謙二 氏（むつ国際交流協会代表）
⬘ 下北を知る会事務局
沼田 ☎０９０－２３６３－６９６０／祐川 ☎０９０－１６５０－１７６４
FAX：０１７５－２４－２７４９
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公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、県内の個人、団体、ＮＰＯ法人、企業などが地域の発
展や地域貢献のために、地域資源を活用・創造する活動や、健康増進、医療、福祉、環境に関連する活動
に対し、必要な費用を助成しています。

◎応募受付 2025年４月１日(火)～５月31日(土)までに申請受付票を財団事務局へ送付してください。
◎申請方法 申請書類は６月30日(月)までに必要事項を記入して財団事務局へ郵送してください。
◎助 成 金 必要経費以内で、100万円を限度とします。
⬘ 公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金 事務局
☎０１７－７７４－１１７９ 担当／小山内・川村
ＵＲＬ：https://www.michinoku-furusato.or.jp

令和７年１月末現在( )前月比


＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

人 口 男 女 世 帯 数

総数 4,645(－ 4) 2,381(± 0) 2,264(－ 4) 2,462(＋ 1)

大間 3,688(± 0) 1,908(＋ 3) 1,780(－ 3) 1,940(＋ 3)

奥戸 833(－ 4) 402(－ 3) 431(－ 1) 452(－ 2)

材木 124(± 0) 71(± 0) 53(± 0) 70(± 0)

山本 あきさん 94歳（大間平）
三塚 ヨシさん 92歳（割石）
石戸 昭子さん 77歳（大間平）
番匠 憲隆さん 77歳（冷水）
清水 三郎さん 72歳（奥戸村）
桂 榮一郎さん 84歳（館ノ上）
紀国 和弘さん 77歳（船橋）
傳法きみゑさん 91歳（割石）
山崎 利江さん 76歳（割石）
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印刷所：協同印刷工業株式会社

個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

１月届出分１月届出分



棟方 詠星
えぼし

ちゃん（明博さん）

中塚 学さん（大間町）(澤木 結香さん（むつ市）


